
経 済 産 業 省 

 

２０２３１２１４貿局第１号 

輸出注意事項２０２３第２８号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

 「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号）の一部を改正

する規程を次のとおり制定する。 

 

    令和５年１２月２０日 

 

 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 福永 哲郎 

 

 

「包括許可取扱要領」の一部改正について 

 

 

「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号）の一部を別紙

の新旧対照表のとおり改正する。 

 

附則 

 この規程は、令和５年１２月２７日から施行する。 
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（別紙） 

「包括許可取扱要領」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号） 

改 正 後 現 行 

Ⅰ 一般包括許可 

１～３ （略） 

４ 一般包括許可の範囲 

（１）一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲は、以下の①に該当する

輸出及び②に該当する役務取引とする。ただし、輸出令別表第３の２又は同表第４に掲げ

る地域を経由地とする輸出は、適用できない。 

なお、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可が認められる取引に関す

る法第２５条第３項第一号に掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づ

く許可を要しない。 

①・② （略） 

（２） （略） 

 ５～１１ （略） 

Ⅰ 一般包括許可 

１～３ （略） 

４ 一般包括許可の範囲 

（１）一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲は、以下の①に該当する

輸出及び②に該当する役務取引とする。ただし、輸出令別表第３の２又は同表第４に掲げ

る地域を経由する場合は、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可は適用

できない。なお、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可が認められる取

引に関する法第２５条第３項第一号に掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規

定に基づく許可を要しない。 

①・② （略） 

（２） （略） 

５～１１ （略） 

Ⅱ 特別一般包括許可 

１～３ （略） 

４ 特別一般包括許可の範囲 

（１）特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲は次の①から③まで

のいずれかに該当する輸出又は役務取引とする。ただし、輸出令別表第３の２若しくは同

表第４に掲げる地域を経由地とする輸出、輸出令別表第２の４に掲げる地域を仕向地とす

る輸出（令和５年経済産業省告示第１６２号（輸出貿易管理令第２条第１項第一号の六、

第一号の七及び第一号の八に規定する経済産業大臣が告示で指定する者。以下同じ。）第三

号に規定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。）又は令和５年経済産業省告示

第１６２号第三号に規定する者に提供することを目的とする役務取引は、適用できない。 

なお、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可が認められる取引に

関する法第２５条第３項第一号に掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に

基づく許可を要しない。 

①～③ （略） 

（２）特別一般包括役務取引許可 

特別一般包括役務取引許可の範囲は次の①又は②のいずれかに該当する役務取引とす

る。ただし、令和５年経済産業省告示第１６２号第三号に規定する者に提供することを目

的とする役務取引は、適用できない。 

なお、特別一般包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項第一号に

掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要しない。 

①・② （略） 

５～１１ （略） 

Ⅱ 特別一般包括許可 

１～３ （略） 

４ 特別一般包括許可の範囲 

（１）特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲は次の①から③まで

のいずれかに該当する輸出又は役務取引とする。ただし、輸出令別表第３の２又は同表第

４に掲げる地域を経由又は仕向地とする場合は、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ

ログラム）取引許可は適用できない。なお、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログ

ラム）取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項第一号に掲げる行為について

は、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要しない。 

 

 

 

 

①～③ （略） 

（２）特別一般包括役務取引許可 

特別一般包括役務取引許可の範囲は次の①又は②のいずれかに該当する取引とする。な

お、特別一般包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項第一号に掲

げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要しない。 

 

 

①・② （略） 

５～１１ （略） 

Ⅲ 特定包括許可 

１～３ （略） 

Ⅲ 特定包括許可 

１～３ （略） 
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４ 特定包括許可の範囲 

（１）特定包括輸出許可 

特定包括輸出許可の範囲は、別表Ａにおいて「特定」と表記された欄にあたる貨物及

び仕向地の組合せのうち許可証に記載されたものとする。ただし、輸出令別表第３の２

若しくは同表第４に掲げる地域を経由地とする輸出又は輸出令別表第２の４に掲げる地

域を仕向地とする輸出（令和５年経済産業省告示第１６２号第三号に規定する者との直

接又は間接の取引によるものに限る。）は、適用できない。 

（２）特定包括役務取引許可 

特定包括役務取引許可の範囲は、別表Ｂにおいて「特定」と表記された欄にあたる技 

術及びその提供地の組合せのうち許可証に記載されたものとする（提供地となる特定国

と取引の相手方（契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度にお

いて当該技術を利用する者を含む。）が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国に

ついても「特定」と表記されていることを要する。）。ただし、令和５年経済産業省告示第

１６２号第三号に規定する者に提供することを目的とする役務取引は、適用できない。 

なお、特定包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項第一号に掲

げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要しない。 

５～１０ （略） 

４ 特定包括許可の範囲 

（１）特定包括輸出許可 

特定包括輸出許可の範囲は、別表Ａにおいて「特定」と表記された欄にあたる貨物及

び仕向地の組合せのうち許可証に記載されたものとする。 

ただし、輸出令別表第３の２又は同表第４に掲げる地域を経由又は仕向地とする場合

は、特定包括輸出許可は適用できない。 

 

（２）特定包括役務取引許可 

特定包括役務取引許可の範囲は、別表Ｂにおいて「特定」と表記された欄にあたる技

術及びその提供地の組合せのうち許可証に記載されたものとする（提供地となる特定国

と取引の相手方（契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度にお

いて当該技術を利用する者を含む。）が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国に

ついても「特定」と表記されていることを要する。）。 

なお、特定包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項第一号に掲

げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要しない。 

 

５～１０ （略） 

Ⅳ  （略） Ⅳ  （略） 

Ⅴ 特定子会社包括許可 

 １～４ （略） 

 ５ 特定子会社包括許可の範囲 

（１）特定子会社包括輸出・役務取引許可のうち輸出に係る範囲は、別表Ａにおいて「特定」

と表記された欄にあたる貨物（輸出令別表第１の１の項の中欄に掲げる貨物を除く。）及

び仕向地の組合せであって、特定子会社を輸入者又は需要者とする輸出とする。ただし、

輸出令別表第３の２若しくは同表第４に掲げる地域を経由地とする輸出又は輸出令別表

第２の４に掲げる地域を仕向地とする輸出（令和５年経済産業省告示第１６２号第三号

に規定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。）は、適用できない。 

（２）特定子会社包括輸出・役務取引許可のうち役務取引に係る範囲は、次の①、②又は③に

該当する取引とする。ただし、令和５年経済産業省告示第１６２号第三号に規定する者

に提供することを目的とする役務取引は、適用できない。 

なお、特定子会社包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項に掲 

げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要しない。 

①～③ （略） 

 ６～１３ （略） 

Ⅵ～Ⅷ （略） 

Ⅴ 特定子会社包括許可 

 １～４ （略） 

 ５ 特定子会社包括許可の範囲 

（１）特定子会社包括輸出・役務取引許可のうち輸出に係る範囲は、別表Ａにおいて「特定」

と表記された欄にあたる貨物（輸出令別表第１の１の項の中欄に掲げる貨物を除く。）及

び仕向地の組合せであって、特定子会社を輸入者又は需要者とする輸出とする。 

ただし、輸出令別表第３の２又は同表第４に掲げる地域を経由又は仕向地とする場合 

は、特定子会社包括輸出・役務取引許可は適用できない。 

 

（２）特定子会社包括許可のうち役務取引に係る範囲は、次の①、②又は③に該当する取引 

とする。 

なお、特定子会社包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項に掲

げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要しない。 

 

①～③ （略） 

 ６～１３ （略） 

Ⅵ～Ⅷ （略） 

 

 


